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５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 勇社長。 

0:00:02 はい、ありがとうございました。これから処理場の設工認、進むその 9

についてのヒアリングを開始しますよろしくお願いいたします。 

0:00:13 開催の趣旨といたしましては今回、11 ページの内容の、 

0:00:20 申請をいただいておりまして、第 1 回の審査会合を 5 月中旬に予定して

おりますが、 

0:00:28 1 回目の審査会合 21 件すべてを取り扱うのは、 

0:00:34 サージ管的にも分量的にも困難であるかと思いますので、1 回目の審査

会合としては 11 件のうち何件と何件を、 

0:00:45 やるかということについて、話し合って合意ができればと思います。 

0:00:52 説明では 

0:00:56 カネコより趣旨を説明いたします。 

0:01:01 規制庁金子です。おはようございます。 

0:01:06 まずＪＡとして、これ多分一気にやるつもりはないんじゃないかと思っ

ていて、進め方としてどういうふうに考えてるかっていうのを、ご説明

いただけないかなと思ってるんですが何かお考えがありました。 
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0:01:26 はい原子力機構横堀です。次はよろしくお願いいたします。ＪＡとしま

して処理場としまして、一番今日ノンペーパーということなんですけど

も画面共有で、 

0:01:36 ちょっと変ごとのホシトリを用意しましたので、そちらをこちらの考え

方として共有させていただいてご説明したいと思います。 

0:01:51 こちら、画面見えているでしょうか。よろしいでしょうか。はい。 

0:01:57 はい。ありがとうございます。 

0:01:59 一応処理場の考え方としまして、審査会合のお時間等もございますの

で、一応、今こちらで考えてる蓋パターン。 

0:02:09 番を考え、検討を方針を考えております。 

0:02:13 まず一つ目ですけども、 

0:02:15 当審査会後 2 回で実施をさせていただく、ご審議いただく場合というこ

とで、案 1 というものでまず考えております。で、こちらは 1 回目と 2

回目で、 

0:02:26 違いはですね、 

0:02:29 まず、 
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0:02:30 2 回目のところ、この第 1 点と第 4 点、それから第 10 編ということ

で、評価が絡むところは、少し事前のヒアリングもの事実確認も含めま

して、 

0:02:43 時間を要すと考えておりまして、そういったところを 2 回目にまとめ

て、ご審議いただくと、それ以外の既設部分にかかる 

0:02:53 移設工事が今回多いということもございますので、そういったところを

まとめて 1 回目のところで、全体概要も含めてご説明をさせていただく

ご審議いただくということが、 

0:03:04 一つ目で考えている案でございます。 

0:03:07 で、 

0:03:08 二つ目の案としましては、 

0:03:10 それでもまだちょっと物量ももう 11 件ということでかなり多いもので

ございますので、審査会合を 3 回に、 

0:03:18 分けてご審議いただくと。 

0:03:20 言った場合の想定として考えたところとしましては、 

0:03:25 二階名のですね、評価を含む部分のうち、2 回目に、第 4．溢水関係と

か、第 10 編の消火設備関係の評価。 
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0:03:38 を含む部分を第 2 回にまとめまして、第 3 回に一応評価プラス小規模で

すけども、工事を伴うものということ第 1 編の 

0:03:50 外部事象の影響こちら評価と一部、 

0:03:53 避雷設備の改造をというか工事がちょっと早い考えてますのでそちら、

それから、第 5 編の放射線管理施設の耐震性の、こちらも、 

0:04:03 マボルト交換の工事、ということで簡単な工事がありますのでそちら

と、 

0:04:07 それから第 11 編ですね、第 2 廃棄物処理棟のセル排風機の動力ケーブ

ルの更新ということで、こちらも更新工事を伴うものということで、こ

の三つを 3 回目にまとめさせていただいて、 

0:04:20 残りを既設部分を、1 回目の審査会合でご審議いただくというようなこ

とで審議時間等も踏まえまして、このふたパターを今のところ処理場と

しては考えているといったところでございます。 

0:04:34 一旦処理場としての考え方、ご説明は以上になります。 

0:04:37 はい、ありがとうございます。二目の半分の 2 の方なんですけども、 
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0:04:43 第 1 回目でやろうとしているものとのインターロックですとかはい。そ

うですね、インターロックですとか、家族でもし機構の設置ですとか、

これは、 

0:04:55 既設の奉納に関するもので改造工事ですとかそういったものはないって

ことでいいんですか。 

0:05:01 はいおっしゃる通りです。既設のもので改造工事等はございません。 

0:05:08 そうすると何で今回のコアの設工認の申請範囲になってるか。 

0:05:15 なってんでしたっけ。 

0:05:19 こちらですね、もともと既設の設備ではあるんですけれども、今回新規

制基準の対応の中で許可にしっかり定め、 

0:05:29 でですね、入れたものになってまして、過去の設工認とかで認可をとっ

ているものではないところがございますので、そういったものは今回の

新規制基準対応で、 

0:05:39 併設校に申請をさせていただいているというものになります。 

0:05:43 わかりました。新規制基準で新たに規制対象になったものというそうい

う理解でいいですよね。 

0:05:50 はい。おっしゃる通りです。 
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0:05:52 わかりましたそれがインターロックと通信施設で 2 回目は、 

0:06:02 2 回目に、 

0:06:05 あるものは、 

0:06:08 何だろう。 

0:06:09 改造工事ではないですよね。 

0:06:13 2 回目に考えている設工認、4 編の管理区域外漏えい防止、それから溢

水防止対策、ここについては、 

0:06:22 一斉に係る評価を梟とあと一部既設の部分それから、その評価を結果を

踏まえて、一部対策工事が必要ということで、 

0:06:33 工事案件もまで含むものになっておりまして、10 分の火災、消火設備等

の設置ですねこちらについては、工事を伴うものではないんですが、 

0:06:45 火災の影響評価ということで、評価が結構広範囲にわたるというかです

ね、そういったもので、少し審議の物量が多いというかですねそういっ

たものを 

0:06:56 がありますのでそういった評価を含むものについて 2 回目にまとめたと

いう形で考えております。 

0:07:03 わかりました。 
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0:07:09 はい、わかりました。 

0:07:11 ちょっと。 

0:07:13 ちょっと。 

0:07:14 田崎。 

0:09:20 規制庁金子です。5 点あったらさ、案の 2 の方が現実的かなって感じが

してますけどもうへえ。今まで使ったご提案いただいたんで、ＯＫと思

うんですけど、あんまりどうですか。 

0:09:41 の種類キシモトですけど、こちらとしても案の 2 で全く問題ありません

ので、それで一応ちょっとできれば教えていただきたいんですけども。 

0:09:51 大体めどとして、トータルの時間のうちの説明時間ってどれぐらいあっ

て、どれぐらい。 

0:10:07 基本的には 20 分から 30 分なんですけども、もっと時間が欲しいという

ことであれば、ずっと不可能ですけどね。 

0:10:19 種類をキシモトですけど、30、この三階置けっていうのはっていうの

は、今分ぐらいのイメージでやってますので、はい。 

0:10:30 はい。 

0:10:38 課長井藤です木野さん、もう一度確認したいんですけれども、 
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0:10:44 10 分ぐらいというのは、図、どういうどれについての説明時間を 10 分

ぐらいというふうにおっしゃっていたんでしょうか。すいませんちょっ

と説明が満たせない。 

0:10:55 音声が。はい。 

0:11:02 すいません申し上げません。今多分うまく私のしゃべったことがちょっ

と伝わってないです。申し訳ありません。我々としてはこれ 3 回に分け

たら、30 分。 

0:11:13 30 分です。ぐらいのイメージで考えております。 

0:11:20 1 回ごとの説明時間がそれぞれ 30 分ずつっていうことですか。 

0:11:27 はい、おっしゃる通りです。 

0:11:33 わかりましたありがとうございます。 

0:11:38 そうすると、黒丸が最初七つあるので 1 個、四、五分で説明してくる。 

0:11:45 含めて説明していただきます。 

0:11:50 はい。とですね、本当に申し上げましたけども、審査会合 1 月から引き

続き半分に開催をしたいと考えてますので、 

0:12:00 新宅介護思慮ウロコ提示をいただければいつごろになりますでしょう

か。 
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0:12:08 橋場です。確か 4 月のキシモトですけども、4 月の 19 日Ｃをめどにとい

うふうに確かお話聞いてますので、 

0:12:19 それをめどにご提出するように我々考えております。 

0:12:25 4 月の 15 ちょっと、1 回それなりヒアリングが入ります。 

0:12:33 はい資料についてヒアリングをした方がいいんじゃないですか。そうで

すか。 

0:12:40 のキシモトですがすみません、またあれですよね 

0:12:44 適合性の条文に適合性に関するヒアリングというのが 4 月 10 確か 13 あ

たりでっていうことで、確か調整させていただいて、まずそれがあった

上で審査会合っていうのはなしにっていう流れ。 

0:13:03 かと思ってるんですけども。 

0:13:05 刀禰審査会合でも審査会合の説明をするんで、もう第 1 回目のヒアリン

グの段階で審査会合の資料を使って説明してもらいたいんですけど、可

能ですかね。 

0:13:20 可能です基本的には、もう左申請申請イコールしシェア審査会合資料を

ご提示するというのをもう以前からお聞きしておりますので、基本的に

はドラフトできておりますのではい。じゃ来週ください。 
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0:13:42 もうドランドできんですよね。はい来週、来処理場キシモトですけど来

週出すこと可能です。そうですか。30 キロ。 

0:13:55 はい。 

0:14:00 そうすると、2 人で来週ヒアリングを実施することも可能ですか。 

0:14:13 非常キシモトですけど、ちょっと日程調整は当然ちょっとさせていただ

きますけども可能です。はい。 

0:14:26 わかりましたそういう状況わかりましたのでまた日程調整も含めてまた

調整させていただきます。そういう状況わかりました。 

0:14:35 はい。お願いします。はい。規制庁渋谷ですけども 4 月の 7 でよろしい

ですか。はい。定まりに。 

0:14:43 審査会合。 

0:14:45 説明しろ。はい。4 月 7 までにお送りいただいて、来週ヒアリングだっ

たら、結構さ、そこでね、何ヒアリングだったら遅くとも 5 までには、

資料提示ですよね。 

0:15:02 4 月の 5 日までに資料をお送りいただくことは可能でしょうか。 

0:15:08 処理場キシモトですけど可能です 

0:15:11 ただし 3 日でも多分できるんですよね。 
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0:15:17 もうもらっちゃった。 

0:15:20 岸本さんカネコです。もう速やかに送ってもらっていいですか。送って

もらえるのであれば、 

0:15:28 前倒しできるものは前倒して対応するようにします。はい。 

0:15:34 はい。 

0:15:36 日下津村なつほ主担当できてるんであればもうお送りいただいて、早め

にヒアリング設定したいなと思ってるんですけども。 

0:15:45 もうちょっと作業必要ですか。 

0:15:49 ですね、写真貼ったりとかそういうレベルの作業で、基本、基本期いわ

ゆる大体の基本的な形はできてますので、ここに写真入りますとかここ

にこうしますとかっていうのが所々入ってる状態なんすけどそういうの

もお顔でしたら別に送ることは可能です。 

0:16:06 写真貼ったものを、来週の月曜日に送ってもらえませんか。 

0:16:14 はい、承知しました。来週月曜日ということで承知しました。はい。ヒ

アリングの日程を改めて設定ということで、来週の月曜日 4 月 3 日に資

料をお送りいただくということでよろしくお願います。 

0:16:29 仕事ですけども、1 課じゃそれで送らさせていただきますけども、 
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0:16:36 実は 

0:16:39 実際に審査会合を 3 回に分けるんですけど、実は資料自体は全体版を作

ってますんで、なので、せっかく送らせていただくんでしたら、 

0:16:51 第 2 回とか第 3 回の部分も入ってるものをパワーポイントですけど送ら

さしていただいた方が、イメージ変えやすいかと思うのでそういった形

でよろしいでしょうか。最大層そっからピックアップして第 1 回にする

とかっていう感じです。 

0:17:06 結構ですよ。それの方がイメージつけつつもね、それでお願いします。 

0:17:11 はい、承知しました。 

0:17:13 それで送っていただいた資料がその第 1 回目、第 2 回目第 3 回目っての

は何となくわかる感じですかね。 

0:17:25 はい。そこはわかるようにしますのではい。 

0:17:29 はいわかりましたじゃけでも構いませんので、それぞれの会議がどこま

でっていうのがわかるような感じで、撤収ていただければと思います。 

0:17:40 はい、承知しました。はい。 

0:17:43 あとすいません規制庁イトウですけれども、 
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0:17:45 資料の記載の工夫として、不開示情報があるところは、赤枠をつけるな

り、わかるようにしておいてください。 

0:17:57 拝承しました。 

0:18:02 清豊島ですけど、3 日に資料を受け取っていたヒアリングは、六、七、 

0:18:09 辺りでちょっと調整させていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

0:18:16 はい。そうしました。 

0:18:18 はい。 

0:18:20 以上。 

0:18:24 それで、本日のヒアリングを終了いたします。ご参加ありがとうござい

ました。録音停止す。どうもありがとうございます。 

 


